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【手続補正書】
【提出日】平成22年8月3日(2010.8.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メチルナルトレキソンまたはその医薬上許容される塩の水溶液を含む医薬組成物であっ
て、該水溶液がさらにカルシウム塩、キレート剤、およびメチルナルトレキソンの水溶液
中、室温での式（Ｉ）：

【化１】

　　　（Ｉ）
の化合物への分解を阻害する安定剤を含み、メチルナルトレキソンが５ｍｇ／ｍＬないし
３２ｍｇ／ｍＬの濃度で提供される臭化メチルナルトレキソンである、医薬組成物。
【請求項２】
　安定剤がグリシン、安息香酸、クエン酸、グリコール酸、乳酸、リンゴ酸またはマレイ
ン酸である、請求項１記載の医薬組成物。
【請求項３】
　安定剤が０．１ｍｇ／ｍＬないし０．８ｍｇ／ｍＬの範囲内の濃度で提供されるグリシ
ンである、請求項２記載の医薬組成物。
【請求項４】
　安定剤がグリシンＨＣｌである、請求項３記載の医薬組成物。
【請求項５】
　キレート剤が０．１ｍｇ／ｍＬないし１．０ｍｇ／ｍＬの濃度で提供されるカルシウム
塩キレート剤である、請求項１記載の医薬組成物。
【請求項６】
　キレート剤が０．１ｍｇ／ｍＬないし１．０ｍｇ／ｍＬの濃度で提供されるカルシウム
塩キレート剤である、請求項２記載の医薬組成物。
【請求項７】
　キレート剤が０．１ｍｇ／ｍＬないし１．０ｍｇ／ｍＬの濃度で提供されるカルシウム
塩キレート剤である、請求項３記載の医薬組成物。
【請求項８】
　キレート剤が０．１ｍｇ／ｍＬないし１．０ｍｇ／ｍＬの濃度で提供されるカルシウム
塩キレート剤である、請求項４記載の医薬組成物。
【請求項９】
　カルシウム塩キレート剤がカルシウム二ナトリウムエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ
）である、請求項１記載の組成物。
【請求項１０】
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　カルシウム塩キレート剤がカルシウム二ナトリウムエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ
）である、請求項２記載の組成物。
【請求項１１】
　カルシウム塩キレート剤がカルシウム二ナトリウムエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ
）である、請求項３記載の組成物。
【請求項１２】
　カルシウム塩キレート剤がカルシウム二ナトリウムエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ
）である、請求項４記載の組成物。
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